
公認会計士・税理士
石川 智己

住宅ローン控除の確定申告セミナー
2025年2月2日



無料相談会のお知らせ（以下は昨年の情報）
2月中旬に各地で税理士会や税務署による無料相談会が開催されます。
名古屋市内を管轄する税務署では住宅ローン控除の無料相談会が開催されます。

（開催日）2月13日、14日、15日 9時30分から16時まで

（対象となる方及び会場）
中区、千種区、名東区、昭和区、瑞穂区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡の方
電気文化会館（中区栄２丁目）

上記以外の名古屋市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、豊明市の方
ウィンクあいち（中村区名駅４丁目）

当日の整理券配布とLINEアプリによる事前予約による整理券配布が予定されています。

（予約終了日）
13日開催分：2月3日～9日まで
14日開催分：2月4日～12日まで
15日開催分：2月5日～13日まで

2月13日分は昨日予約
開始となっていました。



本日のゴール

e-TAXを使って、自身で確定申告を行うことが
できるようになる



本日の構成

１．住宅ローン減税のあらまし
２．適用要件
３．減税を受けるための必要書類
４．確定申告の方法
５．次年度以降の対応

質疑応答



１．住宅ローン減税のあらまし



１．住宅ローン減税のあらまし（１）
 正式には「住宅借入金等特別税額控除」、住宅ローンの金利負担
軽減の減税制度

 個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、購入、または増
改築を行い、その住宅に取得日から６か月以内に住み始めた場合に
受けられる制度

 適用期間、算出方法、控除を受けられる期間

適用期間

控除額の算出方法
新築住宅 居住の用に供した年から数えて13年
中古住宅 居住の用に供した年から数えて10年

控除を受けられる
期間

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に
住宅を取得した場合
住宅ローン年末残高×0.7％



１．住宅ローン減税のあらまし（２）
 住宅ローン減税の適用になる住宅

(1)新築住宅、マンション（買取再販住宅含む）
⇒認定住宅（長期優良、低炭素）、ZEH水準省エネ住宅、
省エネ基準適合住宅、その他

(2)既存住宅
⇒認定住宅、ZEH水準省エネ、省エネ基準適合住宅など

1982年（昭和57年）1月1日以後に建築された物件、地震に対す
る安全性に係る基準に適合する物件
買取再販住宅の場合、別途適用要件あり

(3)リフォーム、増改築
⇒工事費が100万円超（補助金があれば差引後の金額）

※住宅の環境性能等により減税となる金額が異なり、新築・買取再
販住宅か既存住宅かで控除期間が異なる。



１．住宅ローン減税のあらまし（３）

 買取再販住宅
⇒宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居
住家屋

 ZEH水準省エネ住宅
⇒日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級５以上かつ
一時エネルギー消費量等級６以上の性能を有する住宅

 省エネ基準適合住宅
⇒日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級４以上かつ
一時エネルギー消費量等級４以上の性能を有する住宅

   減税対象となるためには要件を満たしていることを証する書類を
集める必要あり（後述します）



１．住宅ローン減税のあらまし（４）
 住宅タイプ別のローン残高上限、控除額は以下のとおりです。

※１ 上記は2024年、25年入居の場合です。
※２ 増改築工事を実施した場合は残高上限2,000万円、控除期間10年、

控除率0.7％になります。

ローン残高上限 1年間の税額控除額 控除期間
認定住宅 4,500万円 31.5万円
ZEH 3,500万円 24.5万円
省エネ 3,000万円 21万円
その他 2,000万円 14万円 10年
認定住宅等 3,000万円 21万円
その他 2,000万円 14万円

新
築

既
存

住宅タイプ

10年

13年



１．住宅ローン減税のあらまし（５）
子育て世帯・若者夫婦世帯への拡充
対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯は以下のいずれかに該当
する方を指します。
・年齢40歳未満であり、配偶者がいる方
・40歳以上であって、年齢40歳未満の配偶者がいる方または
年齢19歳未満の扶養親族がいる方
認定住宅等の新築等をし、令和6年1月1日から同年12月31日
までの間に住み始めた場合、ローン残高上限が以下の通りと
なります。
・認定住宅 ：5,000万円（ ＋500万円）
・ZEH水準住宅 ：4,500万円（＋1,000万円）
・省エネ基準適合：4,000万円（＋1,000万円）
詳細は、「住宅ローン減税制度の概要」（国土交通省）

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html

http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html


２．適用要件



２．適用要件（１）

 取得した住宅の種類により要件が異なる（必要書類も異なる）
以下、別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」に基づきご説明します。

・「特別特例取得」か
「特例特別特例取得か」

１取得した住宅の種類に
より、適用要件が異なる
ため、どの要件を満たさ
なくてはならないかの判
定を行う。
２「特例対象個人」＝子育
て世帯、若者夫婦世帯に該
当するか否かの判定



２．適用要件（２）①
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」1ページ抜粋



２．適用要件（２）②

 住宅ローン減税を受けられる要件【（ ）内の数値はチェックリストの番号で
す。】
①減税を受ける人が自ら居住する
⇒住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に、住宅ローン
減税を受ける人自身が住む

⇒投資用物件や別荘は対象外
⇒個人事業主の方は床面積の内、事業用部分が2分の1未満で
なければならない

②居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けていない（予定がない）
⇒マンション等を売却し、新たに資産を購入した方は要注意
心あたりがある方は、令和4年までの確定申告書に「譲渡所得の内訳書

（確定申告書付表兼計算明細書）[土地・建物用]」が無いか確認ください。
③住宅ローンの返済期間が10年以上。利息が低利息ではない。



２．適用要件（３）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」１ページ抜粋

・「特別特例取
得」か「特例特別
特例取得か」

これら確認すべき
内容は、それぞれ
の住宅に交付され
る書類を示してい
ます。
購入、新築された
家屋がどれに該当
するか不明な方は、
購入した業者に問
い合わせをするこ
とをお勧めします。



２．適用要件（４）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」２ページ抜粋

合計所得金額とは
⇒給与所得、事業所得のほかに、山林所得、公的年金等に係る所得、不動産、

         利子、配当、雑所得などすべての所得の合計額で判定
⇒所得とは、例えば、給与収入から会社員としての経費である給与
所得控除を差し引いたもの



２．適用要件（５）①
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」２ページ抜粋

宅地建物取引業者から取得
の物件が要件

⇒①から⑦までの要件を満
たすかどうかは、業者に確
認するのが一番早いし確実

宅地建物取引業者から「増
改築等工事証明書」を入手
する必要がある。



２．適用要件（５）②
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」２ページ抜粋

工事請負契約書、不動産売買契約書などの契約書で金
額が確認できる。



２．適用要件（６）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」３ページ抜粋

家屋の登記
事項証明書、
耐震基準適
合証明書な
どを入手し
ておく必要
がある。



２．適用要件（７）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」３ページ抜粋

増改築に係る借入金控除を申請される方は、
「住宅の増改築等をした場合」のチェックリ
ストが別途用意されています。以下、名古屋
国税局のHPよりPDFファイルがダウンロード
できます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/n
agoya/topics/tokushu/pdf/kojo02_r6.pdf



２．適用要件（８）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」３ページ抜粋



３．減税を受けるための必要書類



３．減税を受けるための必要書類（１）
 申告を行うためには、以下の書類を準備しなければなりません。
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」４ページ抜粋

（書類１）

（書類２）

（書類３）

（書類４）

※右に記載の（書類○○）は別添２の必要書類例の番号になります



３．減税を受けるための必要書類（２）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」４ページ抜粋

（書類５）

（書類６）

（書類７）

（書類６）



３．減税を受けるための必要書類（３）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」４ページ抜粋

（書類８）

（書類９）

（書類10）



３．減税を受けるための必要書類（４）
 別添１の「住宅借入金等特別控除チェック表」４ページ抜粋

ハウスメーカーなどと交わした
「建築条件付土地の売買契約書」等

建物に関する登記事項証明書に銀行が
抵当権を付したことが記される



４．確定申告の方法



４．確定申告の方法（１）
 確定申告の方法としては、① e-Taxを利用する、②確定申告会場にて実施する、

③市販のアプリを利用する（有料）

 e-Taxを利用した確定申告の実施方法

(1)マイナンバーカードをお持ちの方
スマートホン、タブレットからは、
マイナポータルアプリのインストールで
電子申告可能
ICカードリーダーが不要に。（動画参照）
⇒認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことの
ない認定住宅の取得

(2)中古住宅
⇒築20年以内の木造住宅であり、①新耐震基準適合証明書有り、②既存住宅性能
評価書で耐震等級1以上、③既存住宅売買瑕疵保険に加入の追加3要件を満たす必要

(3)中古マンション
⇒築25年以内のマンション

(4)リフォーム、増改築
⇒工事費が100万円超

(2)マイナンバーカードを持っていない方
①ID・パスワード方式を利用して電子申告する場合
税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された
「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」が必要⇒

お持ちでない方で、発行を希望される方は、
運転免許証などの本人確認書類を持参の上、
お近くの税務署で発行手続をしてください。
②印刷して提出する場合
インターネット上の国税庁確定申告書等作成
コーナーにて書類を作成し、印刷の上、郵送等
により提出することができます。

※平成30年１月以降、申告者ご本人が
確定申告会場などでパソコンにより
申告書を作成して提出された場合、
申告書の控えとともに「ＩＤ・パス
ワード方式の届出完了通知」が
出力されていますので、過去の申告書等
の控えをご確認ください。



４．確定申告の方法（２）
 e-Taxの操作方法（実際の操作をZOOMの画面上で実演します）

ここをクリック

① ②



４．確定申告の方法（３）
 e-Taxの操作方法

③ここをクリックして、
作成に進みます。



４．確定申告の方法（４）
 e-Taxの操作方法

⑤該当するものを選んでクリック
マイナンバーカードやIDがなくても入力して、
紙で印刷し、郵送で提出することも可能

④ここからスタート

マイナンバーカードとスマホ
があれば、カードリーダーが
なくても提出可能



４．確定申告の方法（５） 
 e-Taxの操作方法

画面下にスクロール

⑥クリック



４．確定申告の方法（６） 

個人事業を営んでいる方、不動産
を貸している方はこちら

その他の方はこちら Xmlデータとは、給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、医療費通
知、生命保険料控除証明書、寄付金控除（ふるさと納税）に関する証明書など
をデータで取得された場合、イータックスに取り込み、各種申告書の該当項目
へ自動入力することが出来るデータです。

⑦どちらか選択



４．確定申告の方法（７） 

⑩生命保険控除を会
社に提出し漏れたな
ど、年末調整の結果
を修正する必要があ
る場合、チェック

⑨副業による源泉徴
収票があれば2枚以上
あるにチェック⑧生年月日

や各所得の
有無に関す
る質問に答
え、該当す
るものに
チェックを
入れて、
「次へ」

⑪入力内容確認の上、クリック



４．確定申告の方法（８） 

⑫源泉徴収票を用
意して、図に記載
された項目を入力
していく

⑬すべて入力できた
ら「入力終了」へ



４．確定申告の方法（９） 

⑮クリック

⑭医療費控除、
ふるさと納税な
ど入力事項があ
れば、ここで入
力する



４．確定申告の方法（10） 

⑯該当する箇所
にチェック

⑰居住を始めた年月日を入力し、
次へ

⑱はい、いいえ等を選択



４．確定申告の方法（11） 

⑲必要書類が準備できた
ら、次へ進む

⑳必要事項を入力（必要書類から入力する
項目は入力する箇所が例示される



４．確定申告の方法（12） 

㉑物件の情報が入力できたら、
借入金残高証明書をもとに入力 ㉒残高証明書をもとに入力



４．確定申告の方法（13）

㉓取得した住宅の種類を選択し、
適用を受ける控除を選択する。

㉔計算結果が示され、入力内容が
正しいかどうかをチェックする



４．確定申告の方法（14） 

㉕不備があればエラーメッセージが
出るため、必要項目を入力する。 ㉖還付金が表示される



４．確定申告の方法（15） 

㉗還付金の受取方法を選択し、本支店
名、預金種類、口座番号を入力 ㉘住民税に関する質問に回答する。



４．確定申告の方法（16） 

㉙氏名、電話番号、住所等を入力

㉚個人番号を入力する



４．確定申告の方法（17）

㉛申告書の印刷ボタンを押すと、
PDFファイルがダウンロードされ、
印刷が可能



４．確定申告の方法（18） 
 ㉙印刷して提出する場合、提出用を印刷し、本人確認書類（マイナンバーカード又

は番号確認書類と身元確認書類）の写しを添付し、納税地の管轄税務署に郵送します。

確定申告書
第一表

確定申告書
第二表



４．確定申告の方法（19） 

 紙で提出する場合、令和7年1月1日から収受日付印の押捺が行われなくなりました。
 電子申告の場合は、受付日時、受付番号が控えに印字されます。

住宅借入金等
特別控除額の
計算明細書
一面

住宅借入金等
特別控除額の
計算明細書
二面



５．次年度以降の対応



５．次年度以降の対応
 給与所得以外の収入がない会社員の場合
今回確定申告をすれば、2年目以降は勤務先での年末調整のみで
控除を受けられる。

 年末調整の必要書類
①「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼
「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書」
⇒2025年10月下旬ごろに税務署から用紙が郵送されてきます。

1枚につき1年分で12年分が1回に送られます
②「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
⇒毎年、東海労働金庫から送られてきます。

 2025年12月の年末調整に間に合わなかった場合でも、
2026年2月～3月に確定申告を行えば、控除されます。



ご清聴ありがとうございました

ishikawa623@tomokicpa.work
https://cpa-ishikawa.com
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